
適切な管理のもとであれば伐って大丈夫です

木を使ってください！！

森林の機能（CO₂の吸収や災害の防止など）を持続的に発揮させるためには、
「植える」→「育てる」→「伐る」→「使う」のサイクルを回すことが大切です。

京都府の森林面積は、府全体面積の74％（34万３千ha）を占めています。
なかでも府内の森林の38%を占める人工林は、７割が木材として利用可能です。
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木を伐っていいの？？
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齢級

民有林齢級別構成（令和３年４月１日現在）

人工林
天然林

人工林の７割が
みなさんに使って

もらうのを待っている！？

※齢級とは、１～５年までを１齢級とする。


